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垣 生 町 大字垣生、大字上底井野の一部

砂 山 大字垣生の一部、大字上底井野の一部、大字中底井野の一部

中 底 井 野 大字中底井野、大字上底井野の一部

上 底 井 野 大字上底井野、大字垣生の一部

下 大 隈 大字下大隈

土 手 ノ 内 一 丁 目 土手ノ内一丁目

土 手 ノ 内 二 区 土手ノ内二丁目、土手ノ内三丁目 38 番の一部、39 番

土 手 ノ 内 三 丁 目 土手ノ内三丁目 1 番～37 番、38 番の一部

新 手 中間二丁目 12 番、13～15 番の一部、17～19 番、中間三丁目 2 番、3 番

の一部、6～15 番、16 番の一部、17～37 番、中尾二丁目 1 番の一部

唐 戸 中間一丁目 1～3 番、4～6 番の一部、中間二丁目 1～11 番、13～15 番の

一部、16 番、中間三丁目 1 番、3 番の一部、中間四丁目 1 番の一部

本 町 中間一丁目 4～7 番の一部、中間四丁目 1 番の一部、2～4 番、5～6 番の一

部、8 番、9 番の一部、中尾一丁目 1,4,5 番の一部、中央一丁目 1 番、2 番

の一部、6～7 番の一部、8 番、9,11,28 番の一部

上 蓮 花 寺 蓮花寺一丁目 1 番、2 番の一部、3～6 番、蓮花寺二丁目 1～5 番、9～15
番、上蓮花寺一丁目、上蓮花寺二丁目１番、上蓮花寺三丁目、上蓮花寺四

丁目、中央五丁目 1 番の一部、2～8 番、9～10 番の一部、11 番、東中間

三丁目 17～18 番の一部、通谷一丁目 30 番、31 番の一部、32～35 番

徳 若 中央一丁目 2 番の一部、3～5 番、6,7,30 番の一部、31～32 番、36 番、41
～42 番の一部、43 番、中央五丁目 1,9 番の一部、東中間一丁目 1～3 番、

6 番、7 番の一部、東中間二丁目 1～3 番、6～7 番、東中間三丁目 1 番の

一部、2 番、3,14 番の一部、中尾一丁目 4～5 番の一部

扇 ヶ 浦 一 区 扇ヶ浦一丁目 1～2 番、扇ヶ浦二丁目 1～4 番の一部、5～13 番、21 番の

一部、扇ヶ浦三丁目 1 番の一部、2～11 番、12 番の一部、扇ヶ浦四丁目 1
～20 番、21～22 番の一部、鍋山町 23～26 番、朝霧一丁目 20 番、34 番

扇 ヶ 浦 二 区 東中間二丁目 4～5 番、8 番～21 番

松 ヶ 岡 一 区 扇ヶ浦一丁目 3 番～31 番、扇ヶ浦二丁目 1～4 番の一部、14～20 番、21
番の一部、22 番、中尾四丁目 6,7,11 番の一部、松ヶ岡 2 番

松 ヶ 岡 二 区 松ヶ岡 1 番、3～5 番、中尾四丁目 7 番の一部

中 尾 中尾一丁目 1 番の一部、2 番～3 番、5 番の一部、6～17 番、中尾二丁目 1
番の一部、2～19 番、中尾三丁目 1～4 番、5～6 番の一部、7～11 番、12
番の一部、中尾四丁目 1～5 番、6～7 番の一部､8～10 番、11 番の一部、

12～14 番、東中間一丁目 4 番～5 番、7 番の一部、8 番、中間三丁目 4～5
番、16 番の一部
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大 辻 町 大辻町、大字中間、池田町一丁目 23 番の一部、24 番、25 番の一部、弥生

一丁目 22,24 番の一部、弥生二丁目 1 番、深坂一丁目 1 番、2 番の一部、

11～13 番の一部、14 番、15 番の一部、16～17 番、深坂二丁目 21 番、七

重町 6～7 番の一部、30～33 番

深 坂 深坂一丁目 2 番の一部、3～10 番、11,12,13,15 番の一部、深坂二丁目 1
～20 番、池田一丁目 25 番の一部、26～29 番

池 田 町 池田一丁目 1～12 番、20～22 番、23 番の一部、30 番、池田二丁目、扇ヶ

浦三丁目 1,12 番の一部、13～21 番、小田ヶ浦二丁目 30 番の一部

弥 生 町 弥生一丁目 1 番の一部、2～11 番、12,14 番の一部、15～21 番、22 番の

一部、23 番、24 番の一部、弥生二丁目、小田ヶ浦二丁目 3 番の一部、4
～10 番

七 重 七重町 1～5 番、6～7 番の一部、8～29 番

小 田 ヶ 浦 小田ヶ浦一丁目、小田ヶ浦二丁目 1～2 番、3 番の一部、11～29 番、30 番

の一部、中尾三丁目 5,6,12 番の一部、弥生一丁目 1,12 番の一部、13 番、

14 番の一部

中 町 中間一丁目 7 番の一部、8～10 番、中間四丁目 5～6 番の一部、7 番、9 番

の一部、10～13 番

昭 和 町 長津一丁目 11～15 番の一部、16～17 番、18 番の一部、19～23 番、24
番の一部、長津二丁目 2～5 番の一部

屋 島 長津一丁目 1～10 番、11～15 番の一部、24 番の一部、25～28 番

川 端 中鶴一丁目 1 番、長津二丁目 7,21,22 番の一部、長津三丁目 11～12 番、

14～15 番、18～19 番、22 番

栄 町 長津二丁目 2～5 番の一部、6 番、7～10 番の一部、11～14 番、16 番の一

部、17 番、18,19,22 番の一部、23～25 番、長津三丁目 1～10 番、13 番、

16～17 番、20～21 番

片 峯 町 長津二丁目 8～10 番の一部、18～19 番の一部、20 番、21～22 番の一部

中 鶴 一 区 中鶴三丁目 3 番、5 番、中鶴四丁目 2～7 番、8 番の一部、9～25 番、浄花

町 14 番、20 番の一部、21 番

中 鶴 二 丁 目 中鶴二丁目

中 鶴 三 区 中鶴一丁目 2～26 番

浄 花 町 浄花町 1～13 番、15～19 番、20 番の一部、22～23 番、中鶴一丁目 27～
28 番、中鶴三丁目 1～2 番、4 番、中鶴四丁目 1 番、8 番の一部

岩 瀬 西 町 一 区 岩瀬西町 1～16 番、17 番の一部、18 番、19～20 番の一部、23～27 番、

42 番の一部、43 番、48 番の一部、49～50 番、51 番の一部、52～64 番

岩 瀬 西 町 二 区 岩瀬西町 17,19,20 番の一部、21～22 番、28～41 番、42 番の一部、44～
47 番、48,51 番の一部
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御 館 町 中央二丁目 5～6 番の一部、7～13 番、岩瀬一丁目 1,3,11 番の一部、12 番、

長津二丁目 1 番、15 番、16 番の一部、長津一丁目 18 番の一部

鳥 森 中央一丁目 9 番の一部、10 番、11 番の一部、12～16 番、26 番の一部、

27 番、28～29 番の一部、中央二丁目 1～4 番、5～6 番の一部、中間四丁

目 14 番

岩 瀬 東 町 岩瀬一丁目 13 番の一部、29 番、岩瀬二丁目 9,12,13 番の一部､14～30 番、

岩瀬四丁目 3 番の一部、4～10 番、11 番の一部、12～15 番

岩 瀬 北 町 岩瀬二丁目 31 番、岩瀬三丁目 7,8,9,12,15 番の一部、16～20 番、岩瀬四

丁目 1～2 番、3,11 番の一部

自 由 ヶ 丘 岩瀬二丁目 2 番の一部、岩瀬三丁目 1 番、3～6 番、7～9 番の一部、10～
11 番、12 番の一部、13～14 番、15 番の一部

下 蓮 花 寺 蓮花寺二丁目 6～8 番、蓮花寺三丁目、岩瀬一丁目 18～19 番、20 番の一

部、岩瀬二丁目 1 番、2～3 番の一部、岩瀬三丁目 2 番

岩 瀬 南 町 岩瀬一丁目 1 番の一部、2 番、3 番の一部、4～10 番、11,13 番の一部、14
～17 番、20 番の一部、21～28 番、岩瀬二丁目 3 番の一部、4～8 番、9
番の一部、10 番、11～13 番の一部

高 見 中央一丁目 17～25 番、26 番の一部、29～30 番の一部、37～38 番、中央

四丁目 10～14 番

中 牟 田 中央四丁目 1～4 番、6 番、20～28 番、中央五丁目 9～10 番の一部、11～
16 番

白 天 中央一丁目 33～35 番、39～40 番、41～42 番の一部、中央四丁目 15～19
番、中央五丁目 9 番の一部

大 根 土 大根土

宮 林 上蓮花寺二丁目 2 番、東中間三丁目 1,3 番の一部、4～13 番、14 番の一部、

15～16 番、17～18 番の一部

曙 町 中央三丁目、中央四丁目 5 番、7～9 番

太 賀 一 区 太賀一丁目、太賀二丁目 1 番の一部、2～15 番、16～19 番の一部、通谷

一丁目 31 番の一部、蓮花寺一丁目 2 番の一部

太 賀 二 区 太賀二丁目 1,16,17,18,19 番の一部、太賀三丁目、太賀四丁目 1～8 番

太 賀 三 区 太賀四丁目 9～14 番

鍋 山 鍋山町 1～13 番、朝霧一丁目 1～6 番、15～19 番、21～24 番、30～33 番、

朝霧二丁目 1～6 番、20 番の一部

朝 霧 朝霧一丁目 7～14 番、25～29 番、朝霧二丁目 7～19 番、20 番の一部、朝

霧三丁目、朝霧四丁目、朝霧五丁目

通 谷 一 丁 目 通谷一丁目 1～27 番、36 番、朝霧二丁目 20 番の一部

通 谷 二 区 通谷二丁目、通谷三丁目 1～7 番、8 番の一部、9～11 番、16～17 番、21
～23 番
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通 谷 三 区 通谷三丁目 8 番の一部、12～15 番、18～20 番、24～30 番、通谷四丁目、

通谷五丁目 1 番の一部

通 谷 四 区 通谷五丁目 1 番の一部、2～25 番、通谷六丁目 1 番の一部、7～33 番

桜 台 桜台一丁目、桜台二丁目、通谷六丁目 1 番の一部、3～6 番

中 央 町 鍋山町 14～22 番、扇ヶ浦四丁目 21～22 番の一部、23 番

星 ヶ 丘 星ヶ丘


